
〈基本方針１〉早期発見、支援へつなぐ体制の充実

通し
番号

具体的な施策 所管課 R４年度　事業計画（具体的内容）

1 母子健康手帳発行 健康推進課 妊娠届出者に母子手帳を発行する。

2
妊婦、出生届出時
相談、指導

健康推進課
妊娠届出時に保健師による個別相談と指導を実施する。届出
全数に対応する。

3

ハイリスク妊産婦
への訪問指導、
相談（養育支援訪
問事業）

健康推進課
学校教育課

妊娠届出時の個別相談において把握したハイリスク妊婦に対
し、養育支援ネットワーク会議を月１回開催して支援計画を
作成し、保健師の訪問等により継続支援をする。
　（全所管課）

4
こども家庭セン
ター設置に向けて
の準備

健康推進課
学校教育課
子育て支援課

令和６年の児童福祉法改正、こども家庭センター設置に向け
て関係各課等と連携し、市としての体制整備並びに地域資源
等の充実について検討していく。
　（全所管課）

5 産後ケア事業 健康推進課

産褥期の機能回復に不安のある者や初産婦等で育児不安のあ
る者を対象に、７日間限度で上伊那管内クリニックや助産院
等での宿泊、日帰り又は訪問型支援の利用に対して補助を行
う。

6
出産応援セミナー
の開催

健康推進課
出産前２か月程度の妊婦を対象として、出産を安心して迎
え、産後に使えるサービスや支援について伝えるための出産
応援セミナーを月１回開催する。

7 助産施設への入所 子育て支援課
経済的理由により入院助産を受けることが出来ない妊産婦に
対し中央病院に入院助産委託する。

8
乳児（新生児）訪
問指導・養育支援
訪問事業

健康推進課
子育て支援課
学校教育課

・乳児の健全な発育発達の援助と母親の不安や悩みについて
訪問支援を行う。出生全数に対応する。
・妊娠中から出生後の母子への養育訪問支援を行う。
　（健康推進課）
・母子家庭の母に対して保健師及び家庭児童相談員と連携支
援を行う。
　（健康推進課・子育て支援課）
・子ども相談室と連携し、保健師等が養育支援を行う。
　（健康推進課・学校教育課）

9
ママヘルプ
サービス

健康推進課
出産後に家族内に家事、育児等の補助者のいない家庭に、出
産の翌日から12週以内でヘルパー派遣の補助を行う。

10 育児相談

健康推進課
子育て支援課
学校教育課

・育ちの相談（予約制）　毎月１回
・各支所、長谷健康増進センター育児相談　毎週１回
・高遠町保健センター　毎月２回
・本庁、伊那市保健センター育児相談　随時実施
・助産師による出産・育児相談（生涯学習センターちびっこ
広場）毎月１回
　（健康推進課）
・児童発達支援センター小鳩園で、発達に課題のある子ども
が自立に向けて生きていく力を培うための相談・支援を行
う。
　（子育て支援課）
・子育て、教育に関する相談　随時実施
　（学校教育課）

伊那市子どもの未来応援計画　　令和４年度個別事業計画

＜基本理念＞すべての子どもが、生まれ育つ環境に左右されず、健やかに生きることのできる現在と未来を目指して　

(１)妊娠出産時期から切
れ目なく見守るための体
制づくり

資料 ２

〈基本方針１〉1



通し
番号

具体的な施策 所管課 R４年度　事業計画（具体的内容）

11
子育て支援
センター事業

子育て支援課 ・竜南・上の原・富県・西箕輪・高遠の５センター の運営
・地域交流を行う。

12
子育てサークルや
団体への支援

子育て支援課

・ファミリー・サポート・センター協力会員による活動の託
児
・双子育児サークル「さくらんぼの会」等で育児講話や相談
を行う。

13 子育て学級 生涯学習課

各公民館で、未就園児とその親を対象とした子育て講座を開
催し、子育ての楽しさの共有や子育ての悩みについて相談で
きる環境を整えていく。

14 児童発達支援事業 子育て支援課

・親子通園による生活や遊びを通して、心身の発達に支援を
必要とする子どもの発達育成を図る。
・児童発達支援センターとして１日35人の児童と重度心身障
害児５人を受け入れる。
・令和６年度児童福祉法一部改正に向け地域の中核的な役割
を担う児童発達支援センターとしての機能について検討を始
める。・地域の中核的な療育支援施設支援としての体制整備
を進める。
・児童発達支援センター小鳩園で、発達に課題のある子ども
が自立に向けて生きていく力を培うための相談・支援を行
う。

15 障害福祉サービス
社会福祉課
子育て支援課

・上伊那圏域地域自立支援協議会療育部会を年４回開催予
定。
　①療育に関わる研修会を企画し、併せて圏域の課題につい
て他の部会等と連携しながら検討する。
　（社会福祉課）
　②地域分析に関わるＷＧ（市町村保健・福祉・教育担当
課、市町村代表特別教育コーディネーター、医療機関等）を
設置し、各市町村の母子保健から学齢期における支援体制に
ついて地域分析の手法を用いて統一フォーマットにて分析を
行う。（年４回程度）
　（社会福祉課・子育て支援課）

16 医療的ケア児支援 子育て支援課

・保育園の医療的ケア児受け入れのために、看護師配置を行
う。
・保育園の看護師配置の補完体制を整える。（児童発達支援
センター）

17
母子健康手帳発行
（再掲）

健康推進課 妊娠届出者に母子手帳を発行する。

18
妊婦、出生届出時
相談、指導
（再掲）

健康推進課
妊娠届出時に保健師による個別相談と指導を実施する。届出
全数に対応する。

19

ハイリスク妊産婦
への訪問指導、
相談（養育支援訪
問事業）（再掲）

健康推進課
学校教育課

妊娠届出時の個別相談において把握したハイリスク妊婦に対
し、養育支援ネットワーク会議を月１回開催して支援計画を
作成し、保健師の訪問等により継続支援をする。

20
産後ケア事業
（再掲）

健康推進課

産褥期の機能回復に不安のある者や初産婦等で育児不安のあ
る者を対象に、７日間限度で上伊那管内クリニックや助産院
等での宿泊、日帰り又は訪問型支援の利用に対して補助を行
う。

21
助産施設への入所
（再掲）

子育て支援課
経済的理由により入院助産を受けることが出来ない妊産婦に
対し中央病院に入院助産委託する。

(１)妊娠出産時期から切
れ目なく見守るための体
制づくり

(２)要支援家庭を早期に
発見し、関係機関や地
域、団体等の迅速な連携
の強化
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通し
番号

具体的な施策 所管課 R４年度　事業計画（具体的内容）

22

乳児（新生児）
訪問指導
・養育支援
訪問事業（再掲）

健康推進課
子育て支援課
学校教育課

・乳児の健全な発育発達の援助と母親の不安や悩みについて
訪問支援を行う。出生全数に対応する。
・妊娠中から出生後の母子への養育訪問支援を行う。
　（健康推進課）
・母子家庭の母に対して保健師及び家庭児童相談員と連携支
援を行う。
　（健康推進課・子育て支援課）
・子ども相談室と連携し、保健師等が養育支援を行う。
　（健康推進課・学校教育課）
・特定妊婦等について養育支援ネットワーク会議の開催
　（学校教育課）

23
ママヘルプ
サービス（再掲）

健康推進課
出産後に家族内に家事、育児等の補助者のいない家庭に、出
産の翌日から12週以内でヘルパー派遣の補助を行う。

24 あそびの教室 健康推進課

・児童発達支援センターで、様々な不安や悩みを抱える子ど
もが自立へ向けて生きていく力を培うための相談・支援を行
う。
・専門的な支援が必要と思われる子どもに対して集団遊びを
行い発達を促すとともに、親に対して適切な育児支援を行
う。
　じゃんぷ・すてっぷ（２教室）月２回
　すてっぷミニ　どんぐり月２回
　小グループ（たんぽぽ）

25
虐待予防
自助グループ

健康推進課
子育てに悩んだり自信が持てない母親に対し、子育てワーク
ショップ１回、自助グループ６回（親育ちプログラム）を開
催する。

26 育児相談（再掲）

健康推進課
子育て支援課
学校教育課
文化交流課

・育ちの相談（予約制）　毎月１回
・各支所、長谷健康増進センター育児相談　毎週１回
・高遠町保健センター　毎月２回
・本庁、伊那市保健センター育児相談　随時実施
・助産師による出産・育児相談（生涯学習センターちびっこ
広場）毎月１回
　（健康推進課）
・児童発達支援センター小鳩園で、発達に課題のある子ども
が自立に向けて生きていく力を培うための相談・支援を行
う。
　（子育て支援課）
・子育て、教育に関する相談　随時実施
　（学校教育課）
・重層的支援体制整備事業の活用
　（福祉相談課）

27 こころの相談 健康推進課
こころの健康のバランスを崩す心配がある子どもや両親に対
し、臨床心理士による相談支援を行う。
　　　毎月２～３日　伊那市保健センター（予約制）

28 総合相談体制

福祉相談課
社会福祉課
税務課
管理課
健康推進課
学校教育課
子育て支援課

・障害者、高齢者の総合相談窓口として、複合的な課題を
持った家庭への支援を関係機関と連携をとりながら、専門職
等がチームとなって支援を行う。（重層的支援体制整備事
業）
　（福祉相談課）
・上伊那自立支援協議会各部会等での関係機関との連携強化
・個別の支援会議等での事業者等との情報共有
　（社会福祉課）
・重層的支援体制事業の活用
　（全所管課）

(２)要支援家庭を早期に
発見し、関係機関や地
域、団体等の迅速な連携
の強化

〈基本方針１〉3



通し
番号

具体的な施策 所管課 R４年度　事業計画（具体的内容）

29
ファミリー・
サポート・セン
ター事業

子育て支援課 ・会員相互の地域での助け合いの託児等の支援
・スキルアップ研修会開催

30 一時預かり事業
子育て支援課 通院、求職、リフレッシュ等の一時的な保育を必要とする保

護者を支援するため市内の公立私立の７園で実施

31
子育て支援
短期利用事業

子育て支援課

・一時的（１回利用が７日間まで）に保護者が養育を行うこ
とが困難である時、児童養護施設「たかずやの里」、ファミ
リーホーム、里親に宿泊委託する。
・たかずや福祉会の運営に対する支援を行う。

32
母子父子
自立支援員の設置

子育て支援課
子ども相談室や関係機関と連携し、ひとり親家庭の相談や就
労支援等、自立に向けた支援を行う。

33
児童発達
支援センター
（再掲）

子育て支援課

・児童発達支援センター小鳩園の事業を、地域の中核的な療
育支援施設支援の体制整備として進める。
・児童発達支援センター小鳩園で、発達に課題のある子ども
が自立に向けて生きていく力を培うための相談・支援を行
う。
・児童発達支援センターの巡回保育士による保育園巡回
・保育園就園支援委員会による要支援児の確認と支援保育士
体制の検討（年２回実施）

34 障害福祉サービス
社会福祉課
子育て支援課

上伊那圏域地域自立支援協議会療育部会を年４回開催予定。
①療育に関わる研修会を企画し、併せて圏域の課題について
他の部会等と連携しながら検討する。
　（社会福祉課）
②地域分析に関わるＷＧ（市町村保健・福祉・教育担当課、
市町村代表特別教育コーディネーター、医療機関等）を設置
し、各市町村の母子保健から学齢期における支援体制につい
て地域分析の手法を用いて統一フォーマットにて分析を行
う。（年４回程度）
　（社会福祉課・子育て支援課）

35
関係機関連携と
指導相談体制

健康推進課
福祉相談課
学校教育課

・関係者機関で連携をとり情報共有することで、個別の早期
支援体制を整える。
・子どもに寄り添い、保護者との相談を重ね、長引かないよ
う問題解決を図っていく。
　（全所管課）
・中間教室に教育支援コーディネーターを配置し、不登校や
引きこもりとなっている児童生徒への支援を充実する。
 （学校教育課）

36 医療的ケア児支援
子育て支援課
健康推進課
学校教育課

・保育園の医療的ケア児受け入れのために、看護師配置を行
う。
・保育園の看護師配置の補完体制を整える。（児童発達支援
センター）
（子育て支援課）

37
子どもの総合相談
窓口の充実

健康推進課
子育て支援課
学校教育課
社会福祉課

・各支所、伊那市保健センター、高遠町保健センター、長谷
健康増進センターで定期健康相談窓口を開設する。
　（健康推進課）
・子ども相談室で、０歳から18歳までの支援を途切れなく
行っていく。
・要保護児童対策協議会等において、関係機関と連携を図
る。
　（学校教育課）
・学校、子ども相談室、療育コーディネーターとの連携
　（生涯学習課）

(２)要支援家庭を早期に
発見し、関係機関や地
域、団体等の迅速な連携
の強化
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通し
番号

具体的な施策 所管課 R４年度　事業計画（具体的内容）

39 生活・就労の相談 福祉相談課
生活困窮者自立支援事業により、生活困窮や就労に関する相
談を受け付け、関係機関と連携して対応する。

40 就学援助 学校教育課
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学
のために必要な経費の一部を助成し、就学を支援する。

41
総合相談体制
（再掲）

福祉相談課

障害者、高齢者の総合相談窓口として、複合的な課題を持っ
た家庭への支援を関係機関と連携をとりながら、専門職等が
チームとなって支援を行う。（重層的支援体制整備事業含
む）
・重層的支援体制整備事業の活用

42 広報・周知
子育て支援課
学校教育課
社会福祉課

・安心安全メールの０～２歳情報で、未就園児向きの情報発
信を行う。毎金曜日
・子育て情報をまとめたガイドブックを、年１回更新発行
し、妊娠届出時、転入時に配布する。
　（子育て支援課）
・「子ども相談室パンフレット」を作成し、広報・周知
　（学校教育課）
・「障害者のための福祉の手引き」の更新
・「伊那市障害者福祉サービス事業所ガイド」更新
　（社会福祉課）

43
要保護児童
地域対策協議会の
充実（再掲）

子育て支援課
学校教育課

・要保護児童対策地域協議会により、関係機関の代表者や担
当者との連携を図り、児童虐待の早期発見と対応や継続支援
を行い、重篤事例の発生防止に努める。また、要保護児童の
情報共有や支援内容の協議と見直しを定期的に行い、子ども
の安心できる生活環境の構築を図る。
　（学校教育課）

44
生活・就労の相談
（再掲）

福祉相談課
生活困窮者自立支援事業により、生活困窮や就労に関する相
談を受け付け、関係機関と連携して対応する。

45
総合相談体制
（再掲）

福祉相談課

機関を超えた横断的な相談支援体制や、複合的な課題を持っ
た家庭等へ、専門職等がチームとなって支援を行う重層的支
援体制を強化するための専門的な研修への職員の参加。

46
母子父子
自立支援員の設置
（再掲）

子育て支援課
・子ども相談室や関係機関と連携し、ひとり親家庭の相談や
就労支援等、自立に向けた支援を行う。
・相談窓口の広報（毎月市報へ掲載）

(３)様々な支援施策の情
報整理と周知強化

38

(４)相談員や相談窓口の
質の向上と周知強化

要保護児童
地域対策協議会の
充実（再掲）

子育て支援課
学校教育課
社会福祉課
福祉相談課

・要保護児童対策地域協議会により、関係機関の代表者や担
当者との連携を図り、児童虐待の早期発見と対応や継続支援
を行い、重篤事例の発生防止に努める。また、要保護児童の
情報共有や支援内容の協議と見直しを定期的に行い、子ども
の安心できる生活環境の構築を図る。
・要保護児童対策地域協議会での情報共有
・ヤングケアラーがいる家庭に対する支援について、事業所
への通知・研修会の開催
・児童虐待防止マニュアルを改訂し、学校教職員全員を対象
とした研修を実施。
　（学校教育課）
・民生児童委員への周知と研修会の実施
　（社会福祉課）
・伊那市要保護児童地域対策協議会や個別の支援会議に出席
し、障害、介護等必要な世帯への自立に向けた制度の周知、
助言、支援を行う。
　（福祉相談課）

(２)要支援家庭を早期に
発見し、関係機関や地
域、団体等の迅速な連携
の強化

〈基本方針１〉5



通し
番号

具体的な施策 所管課 R４年度　事業計画（具体的内容）

47
児童発達
支援センター
（再掲）

子育て支援課

・児童発達支援センター小鳩園の事業を、地域の中核的な療
育支援施設支援の体制整備として進める。
・児童発達支援センター小鳩園で、発達に課題のある子ども
が自立に向けて生きていく力を培うための相談・支援を行
う。
・療育支援に関する関係者向けの研修を実施する。

48
障害福祉サービス
（再掲）

社会福祉課
子育て支援課

・サービスを利用する全ての児童に対し、サービス等利用計
画を作成し、支援体制の整備を行う。
・上伊那自立支援協議会相談支援専門連絡会にて、グループ
スーパービジョンを行い、相談支援専門員のスキルアップを
図る。
・上伊那圏域地域自立支援協議会療育部会を年４回開催予
定。
①療育に関わる研修会を企画し、併せて圏域の課題について
他の部会等と連携しながら検討する。
　（社会福祉課）
②地域分析に関わるＷＧ（市町村保健・福祉・教育担当課、
市町村代表特別教育コーディネーター、医療機関等）を設置
し、各市町村の母子保健から学齢期における支援体制につい
て地域分析の手法を用いて統一フォーマットにて分析を行
う。（年４回程度）
　（社会福祉課・子育て支援課）

49
子どもの
総合相談窓口の
充実（再掲）

健康推進課
子育て支援課
学校教育課
社会福祉課

・各支所、伊那市保健センター、高遠町保健センター、長谷
健康増進センターで定期健康相談窓口を開設する。
　（健康推進課）
・子ども相談室で、０歳から18歳までの支援を途切れなく
行っていく。
・要保護児童対策協議会等において、関係機関と連携を図
る。
　（学校教育課）

50 研修会の実施 学校教育課

児童虐待防止対策研修会の実施

(４)相談員や相談窓口の
質の向上と周知強化

〈基本方針１〉6
















